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(57)【要約】
【課題】誤検出を効果的に防止し、かつマルチタッチ操
作を検出できるタッチセンサを提供することにある。
【解決手段】タッチセンサ１は、被検物が接近可能な検
出面５０に配置され、被検物の接近に伴って被検物との
静電容量が変化する複数の電極（２１ａ～２３ｂ）をそ
れぞれ有した複数の電極部（２１～２３）と、一端が複
数の電極部（２１～２３）が有する複数の電極（２１ａ
～２３ｂ）にそれぞれ接続され、他端が電極（２１ａ～
２３ｂ）と被検物との静電容量に応じた信号を出力する
出力端となる複数の配線ライン（３１ａ～３３ｂ）とを
備える。同一の電極部に属する複数の電極に接続される
複数の配線ライン同士が、基板１０の検出面５０におい
て所定の間隔以上離れて配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検物が接近可能な検出面に配置され、前記被検物の接近に伴って前記被検物との静電
容量が変化する複数の電極をそれぞれ有した複数の電極部と、
　一端が前記複数の電極部が有する複数の前記電極にそれぞれ接続され、他端が前記電極
の前記静電容量に応じた信号を出力する出力端となる複数の配線ラインとを備え、
　同一の前記電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士が、前記検出
面において所定の間隔以上離れて配置される、
　タッチセンサ。
【請求項２】
　同一の前記電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士が、前記検出
面上の所定の方向において、当該電極部の前記所定の方向における長さ以上離れて配置さ
れる、
　請求項１に記載のタッチセンサ。
【請求項３】
　同一の前記電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士が、前記検出
面上の所定の方向において、前記被検物が前記検出面に近接する範囲の前記所定の方向に
おける長さ以上離れて配置される、
　請求項１に記載のタッチセンサ。
【請求項４】
　前記複数の電極部がそれぞれ有する前記複数の電極は、それぞれ櫛歯形状、コの字形状
又は渦巻き形状を有し、互いに咬合している
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載のタッチセンサ。
【請求項５】
　前記複数の配線ラインの出力端から出力される信号に基づいて、各電極の前記静電容量
を検出する検出部と、
　前記検出部の検出結果に基づいて、前記被検物の接近の有無を前記電極部ごとに判定す
る判定部とを備え、
　前記判定部は、１つの電極部に属する複数の電極のそれぞれについて前記検出部が検出
した前記静電容量に基づいて、当該複数の電極のそれぞれについて前記被検物の接近の有
無を判定し、当該複数の電極の全てに前記被検物が接近していると判定した場合、当該１
つの電極部に前記被検物が接近したと判定する、
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載のタッチセンサ。
【請求項６】
　各電極部が有する複数の電極を駆動する駆動部を備え、
　前記駆動部は、
　１つの前記電極部が有する複数の電極の一部を駆動し、当該一部の電極に前記被検物が
接近していると前記判定部が判定した場合、当該１つの電極部が有する他の電極を駆動す
る、
　請求項５に記載のタッチセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検物の接近もしくは接触を検知するタッチセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の機械的なスイッチに比べて、意匠性が高くスイッチの配置を柔軟に行うことがで
きるタッチセンサが広く普及している。タッチセンサは、各種の電子機器の操作パネルに
設けられ、ユーザの手指の接触を検出する。一般的なタッチセンサでは、検知電極と人体
との間における静電容量を利用して操作を検出する静電容量センサが用いられる（下記特
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許文献１，２等）。
【０００３】
　静電容量センサは、被検物の接近による静電容量の変化を種々の方法により検出する。
例えば、所定の電圧で検知電極と人体との間に充電された電荷を所定の容量のキャパシタ
に移動させ、当該キャパシタの電圧を測定する方法や、当該キャパシタの電圧が所定の電
圧に到達するまで上記の電荷の移動を繰り返し、その回数をカウントする方法などが知ら
れている。その他にも、検知電極と人体との間のインピーダンスを測定することで静電容
量を検出する方法や、検知電極と人体との間に形成されるキャパシタを用いた発振回路を
構成してその発振周波数を測定する方法、検知電極と人体との間に形成されるキャパシタ
を所定の電圧から抵抗により放電し、その放電時間を計測する方法などがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１１１９９６号
【特許文献２】特開２０１２－２４３５１３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的な静電容量センサでは、配線基板の表面に形成された検知電極の周囲に検知電極
とつながる配線ラインが形成されている。そのため、ユーザの指等の被検物が配線ライン
に接近すると、配線ラインと被検物との間にキャパシタが形成されてしまい、そのキャパ
シタの静電容量が検知電極と被検物との間に形成されるキャパシタの静電容量の増加分と
して誤検出され、結果としてユーザの意図しない操作が行われてしまうという問題がある
。
【０００６】
　近年では、ユーザインターフェースとしてタッチセンサを用いた車載機器が普及してい
る。車載機器では高い信頼性が要求されるため、上述のような誤検出の防止が課題となる
。
【０００７】
　上記特許文献１に記載される接触センサは、第１接触センサ部と、第１接触センサ部に
近接して配置される第２接触センサ部と、第２接触センサ部の出力に基づいて、第１接触
センサ部に対して有効な接触が行われたか否かを検出するセンサ検出部とを有する。この
接触センサでは、上記センサ検出部が、第１接触センサ部の出力と、第２接触センサ部の
出力とを常時入力（あるいは監視）している。センサ検出部は、このうち第１接触センサ
部が有効に操作（接触）されたか否かを検出するが、この有効と無効の判定を、第２接触
センサ部の出力に基づいて行う。この構成の接触センサを機器に搭載した場合、無効な接
触を検出することができるため、注意や警告を機器が備える報知手段から発することがで
きる。
【０００８】
　しかしながら、ダミー電極を用いて誤検出を防止する上記の方法では、複数の指で同時
に複数の電極に触れようとして、一部の指が意図せずダミー電極の配線ラインに接触した
場合、他の指が正規の電極に接触しているにもかかわらず、その接触が無効にされてしま
う可能性がある。また、正規の電極につながる配線ラインに指等が接触することによる誤
検出の問題は、ダミー電極を用いる上記の方法でも解決されない。
【０００９】
　他方、特許文献２に記載されるタッチセンサは、基板の表面に配置された、被検物の接
近を検出する複数の検出部（検知電極）と、一端が複数の検出部のそれぞれに接続され、
他の一端が該検出部の検出状態を出力する出力端となる、基板の表面の予め定められた位
置に配置された複数の配線ラインとを有し、配線ラインの近傍には、基板の予め定められ
た領域において、他の検出部の配線ラインが予め定められた間隔で配置される。
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【００１０】
　特許文献２では、指等の被検物が配線ラインに接近したとき、近傍の他の配線ラインに
も接近することになり、必ず複数の検出部で被検物の接近が検出される。すなわち、任意
の検出電極の配線パターンの近傍に、他の検出電極の配線パターンが予め定められた間隔
で配置されており、被検物が配線パターンに接近すると、必ず他の配線パターンにも被検
物が接近することとなり、複数の検出部で被検物の接近が検出される。そのため、タッチ
センサの同時操作を禁止する条件の下で、被検物が配線パターンに接近したことによる誤
検出を防止できる。
【００１１】
　しかしながら、特許文献２に開示されるように、配線ラインを規則正しく配列するとと
もに、立体配線とするには、配線ラインを精度良く製作する必要があり、歩留まりが低く
なるといった問題が生じる。また、特許文献２に記載されるタッチセンサでは、複数の検
知電極を同時にタッチ操作する、いわゆるマルチタッチ操作を検出することができない問
題がある。
【００１２】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、誤検出を効果的に防止
し、かつマルチタッチ操作を検出できるタッチセンサを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係るタッチセンサは、被検物が接近可能な検出面に配置され、前記被検物の接
近に伴って被検物との静電容量が変化する複数の電極をそれぞれ有した複数の電極部と、
一端が前記複数の電極部が有する複数の電極にそれぞれ接続され、他端が前記電極の前記
静電容量に応じた信号を出力する出力端となる複数の配線ラインとを備え、同一の前記電
極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士が、前記検出面において所定
の間隔以上離れて配置される。
【００１４】
　本発明に係るタッチセンサによれば、各電極部が複数の電極を有して構成されており、
各電極に一端が接続された配線ラインの他端からは、電極の前記静電容量に応じた信号が
出力される。また、同一の電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士
が前記検出面において所定の間隔以上離れて配置されている。これにより、同一の電極部
に属する複数の電極に接続された複数の配線ラインの全てへ被検物が同時に接近し難くな
る。そのため、当該複数の配線ラインの一部に被検物が接近した状態と、当該複数の電極
の全てに被検物が接近した状態とを、当該複数の配線ラインから出力される前記信号に基
づいて判別することが可能となり、これらの２つの状態を混同することによる誤検出の防
止が可能となる。また、当該２つの状態の判別は、複数の被検物によって複数の電極部を
同時にタッチ操作するマルチタッチ操作の場合でも、電極部ごとに行うことが可能である
。
【００１５】
　好適に、同一の前記電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士が、
前記検出面上の所定の方向において、当該電極部の前記所定の方向における長さ以上離れ
て配置される。
【００１６】
　各電極部の大きさは、操作性を考慮して、被検物に対応した大きさであることが望まし
く、例えば被検物が指である場合、各電極部の大きさは、指先でタッチしやすい大きさで
あることが望ましい。従って、各電極部の大きさが被検物の大きさに応じて設定されてい
る場合において、上記の構成のように、同一の電極部に属する複数の電極に接続される複
数の配線ライン同士の間隔が、検出面上の所定の方向において、当該電極部の前記所定の
方向における長さ以上離れていれば、当該複数の配線ラインの全てへ被検物が同時に接近
し難くなる。
【００１７】
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　好適に、同一の前記電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士が、
前記検出面上の所定の方向において、前記被検物が前記検出面に近接する範囲の前記所定
の方向における長さ以上離れて配置される。
【００１８】
　上記の構成のように、同一の電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン
同士の間隔が、検出面上の所定の方向において、前記被検物の近接範囲の前記所定の方向
における長さ以上離れていれば、当該複数の配線ラインの全てへ被検物が同時に接近し難
くなる。
【００１９】
　好適に、前記複数の電極部がそれぞれ有する前記複数の電極がそれぞれ櫛歯形状、コの
字形状又は渦巻き形状を有し、互いに咬合している。
【００２０】
　上記の構成によれば、各電極部が有する複数の電極が、それぞれ櫛歯形状、コの字形状
又は渦巻き形状を有し、互いに咬合している。このため、ユーザがタッチ操作を行う際に
、タッチする位置が電極部の中央からずれても、各電極の感度、すなわち各電極で検知さ
れる静電容量に偏りが生じにくい。この結果、誤検出が効果的に防止される。
【００２１】
　好適に、本発明に係るタッチセンサは、前記複数の配線ラインの出力端から出力される
信号に基づいて、各電極の前記静電容量を検出する検出部と、前記検出部の検出結果に基
づいて、前記被検物の接近の有無を前記電極部ごとに判定する判定部とを備える。前記判
定部は、１つの電極部に属する複数の電極のそれぞれについて前記検出部が検出した前記
静電容量に基づいて、当該複数の電極のそれぞれについて前記被検物の接近の有無を判定
し、当該複数の電極の全てに前記被検物が接近していると判定した場合、当該１つの電極
部に前記被検物が接近したと判定する。
【００２２】
　上記の構成によれば、１つの電極部に属する複数の電極の全てに被検物が接近している
と判定された場合、当該１つの電極部に被検物が接近したと判定される。これにより、１
つの電極部に属する複数の電極の全てに被検物が接近した状態が、当該１つの電極部へ被
検物が接近した状態であると判定され、当該複数の電極に接続される複数の配線ラインの
一部に被検物が接近した状態とは明確に判別される。すなわち、配線ライン上に誤ってタ
ッチ操作されても、１つの電極部が有する複数の電極に接続される全ての配線ラインが同
時にタッチ操作され難いことから、１つの電極部が有する複数の電極の全てに被検物が接
近したと判定されることは生じ難く、その結果、１つの電極部に対する有効なタッチ操作
とはなり難い。従って、配線ライン上へのタッチ操作を電極部へのタッチ操作とする誤検
出が防止される。また、複数の被検物によって複数の電極部を同時にタッチ操作するマル
チタッチ操作の場合でも、前記電極部ごとに被検物の接近の有無を判定することが可能で
ある。
【００２３】
　本発明に係るタッチセンサは、各電極部が有する複数の電極を駆動する駆動部を備える
。前記駆動部は、１つの前記電極部が有する複数の電極の一部を駆動し、当該一部の電極
に前記被検物が接近していると前記判定部が判定した場合、当該１つの電極部が有する他
の電極を駆動する。
【００２４】
　上記の構成によれば、１つの電極部が有する複数の電極のうち、一部の駆動電極が駆動
され、当該一部の駆動電極に被検物が接近していると判定された場合、当該１つの電極部
が有する他の電極が更に駆動される。これにより、電極部を駆動するために必要な電力が
抑制される。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係るタッチセンサによれば、誤検出を効果的に防止し、かつマルチタッチ操作
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を検出できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサの構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサが備える制御回路の構成の一例を示
す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサの電極の他の形状を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサの動作を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサの動作を説明する図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るタッチセンサの動作を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサ１の構成の一例を示す図である。
図２は、本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサ１が備える制御回路４０の構成の一
例を示す図である。図３は、本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサ１の電極の他の
形状を示す図である。以下、図１～図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係るタッ
チセンサ１の構成について説明する。
【００２８】
　タッチセンサ１は、周知のプリント基板である基板１０の同一面上に、例えば列状に所
定の間隔で配置された複数の電極部（２１，２２，２３）と、複数の配線ライン（３１ａ
，３１ｂ，３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂ）と、制御回路４０を備える。
【００２９】
　複数の電極部（２１，２２，２３）は、被検物が接近可能な検出面５０に配置されてお
り、被検物（例えばユーザの指先）の接近に伴って被検物との静電容量が変化する複数の
電極（２１ａ及び２１ｂ、２２ａ及び２２ｂ、２３ａ及び２３ｂ）をそれぞれ有する。図
１の例において、電極部２１，２２，２３はそれぞれ一対の電極を有する。すなわち、電
極部２１は一対の電極２１ａ及び２１ｂを有し、電極部２２は一対の電極２２ａ及び２２
ｂを有し、電極部２３は一対の電極２３ａ及び２３ｂを有する。
【００３０】
　各電極（２１ａ，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ）には、それぞれ一本の配
線ライン（３１ａ，３１ｂ，３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂ）が接続される。すなわち
、配線ライン３１ａの一端は電極２１ａに接続され、配線ライン３１ｂの一端は電極２１
ｂに接続され、配線ライン３２ａの一端は電極２２ａに接続され、配線ライン３２ｂの一
端は電極２２ｂに接続され、配線ライン３３ａの一端は電極２３ａに接続され、配線ライ
ン３３ｂの一端は電極２３ｂに接続される。配線ライン（３１ａ，３１ｂ，３２ａ，３２
ｂ，３３ａ，３３ｂ）の他端は、電極（２１ａ，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３
ｂ）と被検物との静電容量に応じた信号を出力する出力端となっており、制御回路４０に
接続される。
【００３１】
　複数の電極部（２１，２２，２３）のうち同一の電極部に属する複数の電極に接続され
る複数の配線ライン同士は、検出面５０において所定の間隔以上離れて配置される。例え
ば、電極部２１の場合、電極部２１が有する電極２１ａ，２１ｂにそれぞれ接続される配
線ライン３１ａ，３１ｂは、所定の間隔以上離れて配置される。
　このように同一の電極部につながる複数の配線ライン同士が離れて配置されることによ
り、複数の配線ラインの全てへ被検物が同時に接近し難くなる。例えば、電極部２１の電
極２１ａ，２１ｂに接続される配線ライン３１ａ，３１ｂの全てへ被検部が同時に接近し
難くなる。そのため、同一の電極部につながる複数の配線ラインの一部に被検物が接近し
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た状態と、当該複数の電極の全てに被検物が接近した状態とを、当該複数の配線ラインか
ら出力される信号に基づいて判別可能となり、これらの２つの状態を混同することによる
誤検出の防止が可能となる。
【００３２】
　図１の例において、同一の電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同
士は、検出面５０上の所定の方向（図１における縦方向）において、当該電極部の所定の
方向における長さＷ１以上離れて配置される。例えば、電極部２１が有する一対の電極２
１ａ，２１ｂに接続される配線ライン３１ａと配線ライン３１ｂは、図１における検出面
５０上の縦方向において、電極部２１の縦方向の長さＷ１以上離れて配置される。
【００３３】
　通常、各電極部の大きさは、操作性を考慮して被検物に対応した大きさに形成される。
例えば、被検物が指である場合、各電極部の大きさは、指先でタッチしやすい大きさに形
成される。このため、上述のように、同一の電極部に属する複数の電極に接続される複数
の配線ライン同士が、検出面５０上の所定の方向において、電極部の所定の方向における
長さ以上離れて配置されることによって、ユーザがタッチ操作する際に、同一の電極部に
属する複数の電極に接続された複数の配線ラインが同時にタッチされ難くなる。これによ
り、同一の電極部につながる複数の配線ラインの一部に被検物が接近した状態と、当該複
数の電極の全てに被検物が接近した状態とをより明確に判別することが可能となり、誤検
出が防止され易くなる。
【００３４】
　なお、同一の電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士は、検出面
５０上の所定の方向において、被検物（例えばユーザの指先）が検出面５０に近接する範
囲の所定の方向における長さ以上離れて配置されてもよい。この長さは、例えば、被検物
の近接範囲のサイズに応じて予め設定される。この場合にも、ユーザがタッチ操作する際
に、同一の電極部に属する複数の電極に接続された複数の配線ラインが同時にタッチされ
難くなるため、誤検出が防止され易くなる。
【００３５】
　図２に示すように、制御回路４０は、少なくとも検出部４１と、判定部４２と、駆動部
４３とを備える。検出部４１は、図１に示した複数の配線ライン（３１ａ，３１ｂ，３２
ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂ）の出力端から出力される信号に基づいて、複数の電極（２
１ａ，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ）の各々における被検物との静電容量を
検出する。
【００３６】
　判定部４２は、検出部４１の検出結果に基づいて、被検物の接近の有無を複数の電極部
（２１，２２，２３）の各々について判定する。判定部４２は、１つの電極部に属する複
数の電極のそれぞれについて検出部４１が検出した被検物との静電容量に基づいて、当該
複数の電極のそれぞれについて被検物の接近の有無を判定し、当該複数の電極の全てに被
検物が接近していると判定した場合、当該１つの電極部に被検物が接近したと判定する。
例えば、判定部４２は、電極部２１に属する電極２１ａ，２２ｂのそれぞれについて被検
物の接近の有無を判定し、電極２１ａ，２２ｂの両方に被検物が接近していると判定した
場合、電極部２１に被検物が接近したと判定する。
　判定部４２は、１つの電極に被検物が接近したか否かの判定を、例えば、当該１つの電
極について検出部４１が検出した静電容量の値と被検物が無いときの静電容量の基準値と
の差（以下、「静電容量変化量」と記す場合がある。）を所定の閾値と比較し、その比較
結果に基づいて判定を行う。具体的には、判定部４２は、１つの電極についての静電容量
変化量が所定の閾値を超える場合、当該１つの電極に被検物が接近したと判定し、静電容
量変化量が所定の閾値より小さい場合、当該１つの電極に被検物が接近していないと判定
する。
【００３７】
　駆動部４３は、各電極部（２１，２２，２３）が有する複数の電極（２１ａ，２１ｂ，
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２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３）にそれぞれ電圧を印加して駆動する。
【００３８】
　上述の制御回路４０は、それ自体を専用ＩＣとしてもよいし、他のＩＣの一機能として
もよい。また、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＭＰＵ（Micro Processing Unit）
等の処理により、図２に示す制御回路４０の機能の少なくとも一部をコンピュータ・プロ
グラムに基づいて実行するように構成してもよい。
【００３９】
　なお、図１では、タッチセンサ１が電極部を３つ備える構成を示したが、電極部の数は
、３つに限られず、２つ若しくは４以上でもよい。また、図１では、各電極部（２１，２
２，２３）が２つの電極を有する構成を示したが、１つの電極部が３以上の電極を備えて
もよい。
【００４０】
　また、図１では、複数の電極２１ａ，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂの各形
状が平面視で矩形であるが、電極の形状は矩形に限られない。例えば、図３に示すように
、電極部２１が有する複数の電極２１ａ，２１ｂの形状を、それぞれ（平面視で）櫛歯形
状（図３Ａ参照）、コの字形状（図３Ｂ参照）又は渦巻き形状（図３Ｃ参照）とし、互に
咬合するように構成してもよい。
【００４１】
　図３に示すように、電極部２１が有する複数の電極２１ａ，２１ｂの形状をそれぞれ（
平面視で）櫛歯形状、コの字形状又は渦巻き形状とし、互いに咬合するように構成すれば
、ユーザがタッチ操作を行う際に、タッチする位置Ｔ１が電極部２１の中央からずれても
、電極２１の感度、すなわち電極２１で検知される静電容量に偏りが生じにくい。この結
果、誤検出を効果的に防止することができる。なお、図３では、電極部２１が有する電極
２１ａ，２１ｂだけを示しているが、他の電極部２２，２３についても電極部２１と同様
に、電極の形状を図３に示す形状としてもよい。
【００４２】
（第１の実施形態に係るタッチセンサの動作）
　図４は、本発明の第１の実施形態に係るタッチセンサ１の動作を示すフローチャートで
あり、１つの電極部に対する被検物の接近の有無を判定する処理を示す。図４のフローチ
ャートに示す処理が、複数の電極部のそれぞれについて実行される。図５は、本発明の第
１の実施形態に係るタッチセンサ１の動作を説明する図である。以下、図１～図５を参照
して、第１の実施形態に係るタッチセンサ１の動作について説明する。
【００４３】
　タッチセンサ１が起動されると、制御回路４０は、常時、電極部（２１，２２，２３）
が有する複数の電極（２１ａ及び２１ｂ、２２ａ及び２２ｂ、２３ａ及び２３ｂ）の静電
容量の計測を行う。この場合、駆動部４３は、各電極に静電容量検出用の電圧を印加する
。また、制御回路４０の検出部４１は、各配線ライン（３１ａ，３１ｂ，３２ａ，３２ｂ
，３３ａ，３３ｂ）の出力端から出力される信号に基づいて、各電極（２１ａ，２１ｂ，
２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ）と被検物との静電容量を検出する（Ｓ１０１）。
【００４４】
　次に、判定部４２は、検出部４１で検出される各電極の静電容量に基づいて、被検物の
接近の有無を電極ごとに判定する（Ｓ１０２）。すなわち、判定部４２は、１つの電極部
に属する複数の電極のそれぞれについて検出部４１が検出した被検物との静電容量に基づ
いて、当該複数の電極のそれぞれにおける被検物の接近の有無を判定する。例えば判定部
４２は、各電極について検出部４１が検出した静電容量の値と基準値との差（静電容量変
化量）を所定の閾値と比較する。
【００４５】
　判定部４２は、１つの電極部に属する複数の電極の全てに被検物が接近していると判定
した場合（例えば全ての電極の静電容量変化量が所定の閾値以上の場合）、当該１つの電
極部に被検物が接近したと判定し、当該１つの電極部に対するユーザのタッチ操作を有効
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と判定する（Ｓ１０３）。例えば、電極部２１の場合、判定部４２は、電極部２１が有す
る一対の電極２１ａ，２１ｂの両方の静電容量変化量が所定の閾値以上である場合に、電
極部２１に被検物（例えば、ユーザの指先）が接近したと判定し、ユーザによる電極部２
１へのタッチ操作を有効と判定する。
【００４６】
　一方、判定部４２は、１つの電極部に属する複数の電極の少なくとも一部に被検物が接
近していないと判定した場合（例えば１つ以上の電極の静電容量変化量が所定の閾値を下
回る場合）、当該１つの電極部に被検物が接近していないと判定し、当該１つの電極部に
対するユーザのタッチ操作が無いと判定する（Ｓ１０４）。例えば、電極部２１の場合、
判定部４２は、電極部２１が有する一対の電極２１ａ，２１ｂの一方若しくは両方の静電
容量変化量が所定の閾値を下回る場合、電極部２１へのタッチ操作が無いと判定する。
【００４７】
　例えば、図５に示すように、タッチ操作された位置Ｔ１～Ｔ３がある場合、位置Ｔ１へ
のタッチ操作は電極部２１の両方の電極（２１ａ，２１ｂ）に被検物が接近するため有効
と判定される。一方、位置Ｔ２へのタッチ操作は、電極部２２，２３の片方の電極のみ静
電容量を増大させるものであるため無効と判定される。また、位置Ｔ３へのタッチ操作も
、電極部２１，２２，２３の片方の電極のみ静電容量を増大させるものであるため無効と
判定される。
【００４８】
　以上のように、本実施形態に係るタッチセンサ１は、被検物が接近可能な検出面５０に
配置され、被検物の接近に伴って被検物との静電容量が変化する複数の電極（２１ａ及び
２１ｂ、２２ａ及び２２ｂ、２３ａ及び２３ｂ）をそれぞれ有した複数の電極部（２１，
２２，２３）と、一端が複数の電極部（２１，２２，２３）が有する複数の電極（２１ａ
，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ）にそれぞれ接続され、他端が電極（２１ａ
，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ）と被検物との静電容量に応じた信号を出力
する出力端となる複数の配線ライン（３１ａ，３１ｂ，３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂ
）とを備えている。そして、同一の電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ラ
イン同士が、基板１０の検出面５０において所定の間隔以上離れて配置されている。
【００４９】
　このように、同一の電極部に属する複数の電極に接続される複数の配線ライン同士が離
れて配置されることにより、複数の配線ラインの全てへ被検物が同時に接近し難くなる。
そのため、同一の電極部につながる複数の配線ラインの一部に被検物が接近した状態と、
当該複数の電極の全てに被検物が接近した状態とを、当該複数の配線ラインから出力され
る信号に基づいて判別可能できる。従って、同一の電極部に属する複数の電極に同時にタ
ッチした場合と、同一の電極部に属する複数の電極の一部に接続された配線ラインに誤っ
てタッチした場合とを明確に判別できるため、これらのケースを混同することによる誤検
出を有効に防止できる。
　また、上述した２つの状態の判別は、複数の被検物によって複数の電極部を同時にタッ
チ操作するマルチタッチ操作の場合でも、電極部ごとに行うことが可能である。従って、
上述した構成によれば、マルチタッチ操作の検出も可能であり、その場合も誤検出を有効
に防止できる。
【００５０】
　また、本実施形態に係るタッチセンサ１は、同一の電極部に属する複数の電極に接続さ
れる複数の配線ライン同士が、検出面５０上の所定の方向（図１における縦方向）におい
て、当該電極部の所定の方向における長さＷ１以上離れて配置されている。通常、各電極
部（２１，２２，２３）の大きさは、操作性を考慮して被検物の大きさに対応してつくら
れている。このため、同一の電極部（２１，２２，２３）に属する複数の電極に接続され
る複数の配線ライン同士が検出面５０上の所定の方向において、当該電極部の所定の方向
における長さＷ１以上離れて配置されることで、ユーザがタッチ操作する際に、同一の電
極部に属する複数の電極に接続された複数の配線ラインが同時にタッチされ難くなる。そ
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の結果、同一の電極部につながる複数の配線ラインの一部に被検物が接近した状態と、当
該複数の電極の全てに被検物が接近した状態とを明確に判別することが可能となり、誤検
出をより効果的に防止できる。
【００５１】
　また、本実施形態に係るタッチセンサ１では、同一の電極部に属する複数の電極に接続
される複数の配線ライン同士が、検出面５０上の所定の方向において、被検物（例えばユ
ーザの指先）が検出面５０に近接する範囲の所定の方向における長さ以上離れて配置され
てもよい。この場合にも、ユーザがタッチ操作する際に、同一の電極部に属する複数の電
極に接続された複数の配線ラインが同時にタッチされ難くなるため、誤検出を効果的に防
止できる。
【００５２】
　また、本実施形態に係るタッチセンサ１では、複数の電極部（２１，２２，２３）がそ
れぞれ有する複数の電極（２１ａ，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ）の形状を
、図３に示すようにそれぞれ（平面視で）櫛歯形状、コの字形状又は渦巻き形状とし、互
いに咬合した構成としてもよい。
【００５３】
　図３に示す構成とすれば、各電極部（２１，２２，２３）が有する複数の電極２１ａ，
２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂが、それぞれ（平面視で）櫛歯形状、コの字形
状又は渦巻き形状を有し、互いに咬合しているため、ユーザがタッチ操作を行う際に、タ
ッチする位置が電極部（２１，２２，２３）の中央からずれても、各電極の感度、すなわ
ち各電極で検知される静電容量に偏りが生じにくい。この結果、誤検出を効果的に防止で
きる。
【００５４】
　更に、本実施形態に係るタッチセンサ１では、検出部４１において、複数の配線ライン
３１ａ，３１ｂ，３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂの出力端から出力される信号に基づい
て、複数の電極２１ａ，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂの各々における被検物
との静電容量が検出される。判定部４２では、検出部４１の検出結果に基づいて、被検物
の接近の有無が複数の電極部２１，２２，２３の各々について判定される。また判定部４
２では、１つの電極部に属する複数の電極のそれぞれについて検出部４１が検出した被検
物との静電容量に基づいて、当該複数の電極のそれぞれについて被検物の接近の有無が判
定され、当該複数の電極の全てに被検物が接近していると判定された場合、当該１つの電
極部に被検物が接近したと判定される。
【００５５】
　従って、１つの電極部に属する複数の電極の全てに被検物が接近していると判定された
場合、当該１つの電極部に被検物が接近したと判定される。これにより、１つの電極部に
属する複数の電極の全てに被検物が接近した状態が、当該１つの電極部へ被検物が接近し
た状態であると判定され、当該複数の電極に接続される複数の配線ラインの一部に被検物
が接近した状態とは明確に判別される。すなわち、同一の電極部に属する複数の電極の全
てにおいて被検物の接近が確認された場合にだけタッチ操作が有効とされる。そのため、
配線ライン上を誤ってタッチ操作した場合等の誤検出を防止できる。また、マルチタッチ
操作の場合も、判定部４２において電極部ごとに被検物の接近の有無を判定することが可
能であり、その場合も誤検出を有効に防止できる。
【００５６】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。この第２の実施形態では、制御回路４０の動
作が第１の実施形態と異なる。図６は、本発明の第２の実施形態に係るタッチセンサ１の
動作を示すフローチャートであり、１つの電極部に対する被検物の接近の有無を判定する
処理を示す。図６のフローチャートに示す処理が、複数の電極部のそれぞれについて実行
される。以下、図１～図３及び図６を参照して第２の実施形態に係るタッチセンサ１の動
作について説明する。
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【００５７】
　タッチセンサ１が起動されると、制御回路４０の駆動部４３は、電極部（２１，２２，
２３）が有する複数の電極のうち、一部の電極だけを駆動する（Ｓ２０１）。例えば、駆
動部４３は、電極部２１の一方の電極２１ａ、電極部２２の一方の電極２２ａ、電極部２
３の一方の電極２３ａを駆動する。
【００５８】
　次に、制御回路４０の検出部４１は、駆動部４３によって駆動された電極（２１ａ，２
２ａ，２３ａ）につながる配線ライン（３１ａ，３２ａ，３３ａ）の出力端から出力され
る信号に基づいて、駆動された電極（２１ａ，２２ａ，２３ａ）と被検物との静電容量を
検出する（Ｓ２０２）。
【００５９】
　判定部４２は、検出部４１で検出される電極（２１ａ，２２ａ，２３ａ）の静電容量に
基づいて、この電極に被検物が接近しているか否かを判定する（Ｓ２０３）。例えば判定
部４２は、電極（２１ａ，２２ａ，２３ａ）について検出部４１が検出した静電容量の値
と基準値との差（静電容量変化量）を所定の閾値と比較する。
【００６０】
　電極（２１ａ，２２ａ，２３ａ）の静電容量変化量が所定の閾値以上である場合（Ｓ２
０３のＹｅｓ）、駆動部４３は、この電極と同じ電極部に属する他の電極（２１ｂ，２２
ｂ，２３ｂ）を駆動する（Ｓ２０４）。例えば、電極２１ａに対応する静電容量変化量が
所定の閾値以上である場合、駆動部４３は、電極２１ａと同じ電極部２１に属する他方の
電極２１ｂを駆動する。
【００６１】
　次に、検出部４１は、ステップＳ２０４で駆動した他方の電極（２１ｂ，２２ｂ，２３
ｂ）の静電容量を検出する（Ｓ２０５）。判定部４２は、ステップ２０６で検出された他
方の電極（２１ｂ，２２ｂ，２３ｂ）の静電容量に基づいて、この電極に被検物が接近し
ているか否かを判定する（Ｓ２０６）。例えば、ステップＳ２０４で電極部２１の電極２
１ｂが駆動された場合、判定部４２は、電極部２１の電極２１ｂに対応する静電容量変化
量を所定の閾値と比較する。
【００６２】
　ステップＳ２０６において他方の電極にも被検物が接近していると判定した場合、判定
部４２は、ステップＳ２０３とステップ２０６で被検物が接近していると判定した２つの
電極を有する電極部に被検物（例えば、ユーザの指先）が接近したと判定し、ユーザによ
るこの電極部へのタッチ操作を有効と判定する（Ｓ２０７）。一方、ステップＳ２０６に
おいて他方の電極に被検物が接近していないと判定した場合、判定部４２は、この電極を
有する電極部に被検物は接近していないと判定し、ユーザによるこの電極部へのタッチ操
作が無いと判定する（Ｓ２０８）。
【００６３】
　以上のように、本発明の第２の実施形態に係るタッチセンサ１によれば、１つの電極部
（２１，２２，２３）が有する複数の電極（２１ａ及び２１ｂ、２２ａ及び２２ｂ、２３
ａ及び２３ｂ）のうち一部の駆動電極が駆動され、当該一部の駆動電極に被検物が接近し
ていると判定された場合、当該１つの電極部が有する他の電極が更に駆動される。これに
より、電極部（２１，２２，２３）を駆動するために必要な電力を抑制できるため、タッ
チセンサ１の消費電力を減らすことができる。
【００６４】
　なお、上記の動作例では、各電極部（２１，２２，２３）が有する複数の電極の一部を
駆動し、当該一部の電極に被検物が接近していると判定された場合に他の電極を駆動して
いるが、当該一部の電極に被検物が接近していると判定された場合において、当該一部の
電極の駆動を停止させ、他の電極のみを駆動してもよい。これにより、タッチセンサ１の
消費電力を減らすことができる。
【００６５】
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　また、制御回路４０には、各電極部（２１，２２，２３）が有する複数の電極からの信
号を入力する経路上にセレクタを設けてもよい。この場合、例えば、１つの電極部（２１
，２２，２３）が有する複数の電極のうち一部の電極を選択し、その選択した電極から入
力される信号により、検出部４１での検出、並びに、判定部４２での判定を行う。そして
、当該一部の電極において判定が終了すると、上記セレクタにより他の電極を選択し、そ
の選択した電極から入力される信号により、検出部４１での検出、並びに、判定部４２で
の判定を行う。
【００６６】
　また、上記のようなセレクタは、各電極部（２１，２２，２３）が有する複数の電極へ
駆動部４３から電圧を印加する経路上に設けてもよい。この場合、例えば、１つの電極部
（２１，２２，２３）が有する複数の電極の一部をセレクタにより選択し、その選択した
電極を駆動部４３により駆動し、この一部の電極に被検物が接近していると判定部４２が
判定した場合、セレクタの接続を切り替えて、当該１つの電極部に属する他の電極をセレ
クタにより選択し、その選択した電極を駆動部４３により駆動する。
【００６７】
（その他の実施形態）
　なお、本発明は上述した実施形態には限定されない。すなわち、当業者は、本発明の技
術的範囲またはその均等の範囲内において、上述した実施形態の構成要素に関し、様々な
変更、コンビネーション、サブコンビネーション、並びに代替を行ってもよい。例えば、
上記実施形態に係るタッチセンサ１は、車載機器以外にも種々の機器、例えば、ＨＥＭＳ
のスマート家電等にも適用可能である。
【００６８】
　また、上記第１，第２の実施形態において、静電容量変化量との比較の際に使用する所
定の閾値は全ての電極に対して同一でもよいし、電極ごとに設定してもよい。また、同一
の電極部に属する一方の電極の静電容量変化量に応じて、他方の電極の静電容量変化量を
比較判定する際に用いる閾値を変更してもよい。
【００６９】
　更に、電極の静電容量の変化を検出する方法として、検知電極と人体の間のインピーダ
ンスを測定することで静電容量を検出する方法や、検知電極と人体の間に形成されるキャ
パシタを用いた発振回路を構成してその発振周波数を測定する方法、検知電極と人体との
間に形成されるキャパシタを所定の電圧から抵抗により放電してその放電時間を計測する
方法、所定の電圧で検知電極と人体との間に充電された電荷を所定の容量のキャパシタに
移動させて当該キャパシタの電圧を測定する方法、当該キャパシタの電圧が所定の電圧に
到達するまで上記の電荷の移動を繰り返し、その回数をカウントする方法など、種々の方
法を用いることができる。
【符号の説明】
【００７０】
１…タッチセンサ、１０…基板、２１～２３…電極部、２１ａ，２１ｂ，２２ａ，２２ｂ
，２３ａ，２３ｂ…電極、３１ａ，３１ｂ，３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂ…配線ライ
ン、４０…制御回路、４１…検出部、４２…判定部、４３…駆動部、５０…検出面
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